
１、事業所の概要

　大石高齢者介護支援センター

　神戸市灘区大石東町１丁目２－１

TEL 　０７８－８２１－３８８８　（代表）

FAX 　０７８－８２１－３８１１

　月　～　金曜日　の　９：００　～　１８：００

　３０人

　神戸市灘区、東灘区、中央区

　松　本　　研　志

２、運営法人の概要

　社会福祉法人　鶯園

　岡山県津山市瓜生原３３７－１

TEL 　０８６８－２６－０８８８

FAX 　０８６８－２６－０１４４

　社会福祉法人

　理事長　　小　林　　和　彦　

　昭和４８年　３月１６日

（神戸市内）

　・特別養護老人ホーム　４カ所 　・ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業所　４カ所

　・居宅介護支援事業所　２カ所 　・通所介護事業所　３カ所

　・グループホーム　１カ所 　・ケアハウス　１カ所

　・その他、在宅福祉・地域福祉に資する事業の運営等

代 表 者

事 業 者 名

利 用 定 員

サービスを提供する地域

連 絡 先

受 付 時 間

設 立 年 月 日

法人が運営する
他の事業

社会福祉法人　鶯園　　大石高齢者介護支援センター

指定短期入所生活介護事業　及び　指定介護予防短期入所生活介護事業

重　要　事　項　説　明　書

事 業 所 名

所 在 地

連 絡 先

2 8 7 0 2 0 0 0 3 3

所 在 地

介護保険事業所番号

管 理 者

法 人 種 別
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３、事業の目的と運営方針

（１）事業の目的

　　　事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立し

　　た生活を営むことができるよう支援することを目的とし、事業所において日常生活に必

　　要な介護・援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持・向上や社会参加、ならび

　　に利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。

（２）運営方針

　　①サービスの提供にあたっては、利用者の心身の状況を踏まえ、要支援又は要介護

　　　状態の軽減もしくは悪化の防止や要介護状態となることの予防のために短期入所生

　　　活介護計画又は介護予防支援計画を作成し、適切な日常生活上必要な援助および

　　　機能訓練を行います。

　　②短期入所生活介護計画又は介護予防支援計画の作成にあたっては、利用者の心身

　　　の状況を把握し、利用者の希望や置かれている環境を踏まえ、適切なサービス提供

　　　に努めます。

　　③適切な介護技術をもってサービスの提供を行い、常に提供するサービスの質の評価

　　　を行うとともに改善に努めます。

　　④事業所は、家庭や地域との結びつきを重視した運営を行い、利用者の家族、行政、

　　　居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設

　　　等との連携に努めます。

４、施設・設備の概要

　鉄筋鉄骨コンクリート造　（１０階建の１階・２階）

　食事、機能訓練、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを行います。

　歩行可能者向け、大きな浴槽があります。

　職員の介助で入浴する個別浴槽があります。

　専用椅子に座って入浴する機械浴槽があります。

　静養ベッド、ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱ等

　利用者の心身の状況や居室の

空き状況により、使用していただく

居室を決めさせていただきます。

５、事業所の職員体制

　２室

　４室

　５室

　１室

居室等

個室(1人部屋）

2人部屋

４人部屋

設　備

建物の構造

食堂　兼　機能訓練室

その他

静養室

特別浴室

一般浴室
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<　主な職員の配置状況　>

　併設する特別養護老人ホームを兼務する。

　常勤専従

　併設する特別養護老人ホームを兼務する。

　併設する特別養護老人ホームを兼務する。

　併設する特別養護老人ホームを兼務する。

　併設する特別養護老人ホームを兼務する。

<　主な職員の勤務体制　>

　月　～　金　、　９：００～１８：００

　月　～　金　、　９：００～１８：００

（基本的な勤務時間）

　早出　　７：３０　～　１６：３０ 遅遅出　　１１：３０　～　２０：３０

　日勤　　９：００　～　１８：００ 夜勤　　　１６：３０　～　翌　９：３０

　遅出　１０：００　～　１９：００

　早出　　８：００　～　１７：００ 日勤　　９：００　～　１８：００

　（内科）　毎週月曜日　　　１３：３０　～　１５：３０

<　各職種の主な職務　>

　事業所の運営を掌握し、職員を指揮監督します。

　利用受付け・短期入所生活介護計画の作成・相談業務に従事します。

　食事・入浴・排泄等の介護やその他生活上の援助を行います。

　健康チェック、看護、保健衛生に従事します。

　健康指導、療養上の指示・助言を行います。

　適切な栄養管理を行います。

６、サービスの内容

職務の内容

生 活 相 談 員

介 護 職 員

医 師

看 護 職 員

職 種

備考

職 種

管 理 者

生 活 相 談 員

介 護 職 員

医 師

介 護 職 員

管 理 者

管 理 者

生 活 相 談 員

医 師

勤　務　体　制

１人

２６人以上

４人以上

1人

看 護 職 員

看 護 職 員

1人以上

管 理 栄 養 士 1人以上

管 理 栄 養 士

常勤換算職 種
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　・当事業所において調理した食事を提供します。

　・栄養並びに利用者の嗜好を考慮した食事を提供します。

　・利用者の心身の状況に応じた食物形態にて提供します。

　　（粥・軟飯・キザミ食・ゼリー食など）

＜　食事時間　＞

　・朝　食　概ね ８：００から ・夕　食　概ね １８：００から

　・昼　食　概ね １２：００から

　・「居宅サービス計画」に基づき、入浴していただきます。

　（身体状況・家庭の介護状況からも必要性を判断します）

　・身体状況に応じて一般浴槽や機械浴槽で入浴を行います。

　・健康チェックにより入浴が相応しくない時は、中止します。

　・その場合、可能な限り清拭等をし、清潔に配慮します。

　・排泄の自立を念頭に、適切な排泄介助を行います。

　・排泄リズムを把握し、適時のトイレ誘導に努めます。

　・オムツ使用の場合は、定時・随時の交換に努めます。

　・利用者の心身状況、家庭の事情に応じて送迎を行います。

　・必要に応じて車椅子対応の車両等で送迎を行います。

　・送迎は、ご自宅と事業所の間に限ります。

　・利用者の健康状態の把握に努めます。

　・利用日に体温、血圧、脈拍の測定を行います。

　・心身機能の維持向上、減退防止に努めます。

　・レクリエーション活動や体操等による健康活動を行います。

　・日常の生活行為を通じての機能訓練を行います。

　・介護や福祉等に係る相談に応じます。

　・介護者教室等の開催を予定しています。

７、利用料金

　  サービスを利用された際に掛かる料金には、（１）保険給付の対象となるサービス料金

　と（２）実費負担が必要なサービス料金とがあります。

　　サービスに要する利用料は下記のとおりです。利用されないサービスの料金の支払い

　は不要です。

　　要介護状態の区分や個別の加算の有無、及び所得額により、利用料金は個々人で異な

　ります。個別の詳細は、担当の介護支援専門員または事業所の生活相談員にご確認下

　さい。

　　また、利用者から利用料金のお支払いを受けたときは、領収書を発行します。

（１）保険給付の対象となるサービス料金（１日あたりのサービスの利用料金）

内　　　　　容

機能訓練

生活相談

排　　泄

送　　迎

食　　事

種　　類

入　　浴

健康管理
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　　　下記の料金表によって、利用者の要介護度や利用する居室の種類に応じたサービス料

　　金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いいただきます。

　①介護費用

　　　介護サービスに係る費用の1割～3割を自己負担して利用することができます。

（　介護給付で利用する場合　）

（　介護予防給付で利用する場合　） （　送迎を利用する場合　）

片道 197 円

往復 394 円

＊この介護費用の自己負担金額は、１日あたりの標準的な金額です。加算その他により、

　　記載金額と異なる場合があります。

＊詳細は、別紙の料金表でご確認下さい。

　②滞在費（１日あたり）

　　滞在費として、以下の自己負担額をお支払いいただきます。

　　滞在費は、利用者の介護保険料段階に応じて市町村が発行する「介護保険負担限度

　額認定証」に記載された額、又は施設が設定する額をお支払いいただきます。

（　個室を利用する場合　）

自己負担額

（　多床室を利用する場合　）

自己負担額

　③食費（１日あたり）

　　食費として食材料費と調理費等の合計額をお支払いいただきます。食費は一食あたりで

　計算します。

　　食費は、利用者の介護保険料段階に応じて市町村が発行する「介護保険負担限度額

　認定証」に記載された額、又は施設が設定する額をお支払いいただきます。

夕食朝食 昼食（おやつ含）施設の

630円 535円280円設定金額

370円 855円

負担段階１ 負担段階２ 負担段階３ 負担段階４

0円 370円

1,171円

要支援２要支援１

負担段階３ 負担段階４

320円 420円 820円

867円 954円 1,039円 1,122円

３割負担額 1,692円 2,085円

１割負担額

２割負担額

１割負担額

２割負担額

負担段階１

784円

負担段階２

564円 695円

要介護１ 要介護３ 要介護４ 要介護５要介護２

1,128円 1,390円

1,567円 1,734円 1,908円 2,077円 2,243円

３割負担額 2,351円 2,600円 2,862円 3,115円 3,365円
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　☆食事をキャンセルされる場合には、なるべく前日までに申し出て下さい。前日までに

　　申し出があった場合には、その食費の請求は行いません。

（２）保険給付の対象とならないサービス（実費負担）

　理美容業者によるサービスを受けることができます。

　理美容代金は、その実費をお支払いいただきます。

（メニュー一例）

　・カット　2,000円　　・顔そり　　700円　等

　ご希望に応じて、居室にて専用に使用されるテレビを貸し出

　します。　　　費用　：　50円（利用１日あたり）

　・居宅サービス計画に記載がある場合は、限度額を超えた

　　費用の全額（10割）をご負担いただきます。

　・居宅サービス計画に基づかない私的契約利用は行いま

　　せん。

（３）支払い方法

　　　利用料金は翌月払いとし、郵便局の指定口座からの自動引き落としとさせていただき

　　ます。引き落とし日は、毎月２８日です。

　　　あらかじめ、前月分の請求書をお渡しいたしますので、引き落とし日までに指定口座

　　にご入金下さい。

　　　尚、初回につきましては、引き落とし手続きの都合上、お振り込みをお願いすることが

　　あります。

　＊自動引き落としが困難な場合、専用の振込用紙を用いてお振込みしていただきます。

　　　この場合の振込手数料は利用者負担となります。

８、サービス利用中の医療の提供について

　　医療を必要とする場合には、利用者又はその家族等の希望により、下記の協力病院、

　協力歯科医院おいて診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記病院での優

　先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記病院での診療・入院

　治療を義務づけるものでもありません。既往症・現症によっては医療の提供が困難な場

　合があります。サービス利用の際、前もって担当者に現症また希望医療機関などをお知

　らせ下さい。）

【協力病院】

病院の名称 　金沢病院

所在地 　神戸市灘区神ノ木通４－２－１５

テレビレンタル代

　飲食された実費をお支払いいただきます。

区分支給限度額
を超えるサービス

利用

食事とは異なる
飲食サービス

理美容代
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主な診療科 　内科、外科、整形外科、他

【協力歯科医院】

医院の名称 　むさし歯科医院

所在地 　神戸市灘区岩屋中町４－３－１５

９、ｻｰﾋﾞｽの利用方法

（１）サービスの開始

① 担当の介護支援専門員等からのサービス提供依頼に基づき、訪問調査を行います。

② 訪問調査時に本重要事項を説明し、ご了承が得られればサービス利用の手続きを

とります。

③ 訪問調査では、利用者の心身状況、家庭での介護状況、希望されるサービスの内

容等を確認します。

④ 当事業所内での判定会議の後、サービス利用を開始させていただきます。

（２）サービスの終了

① 利用者の都合で終了する場合

・サービスの終了を希望する日の７日前までにお申し出下さい。

② 当事業所の都合で終了する場合

・当事業所の都合により、やむを得ず終了する場合は、終了の１ヶ月前までに文書

　で通知します。

③ 自動終了

以下の場合は、自動的にサービスの終了となります。

・利用者が、介護保険施設に入院、入所した場合。

・利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。

・利用者が死亡された場合。

④ その他によるサービスの終了の場合

・当事業所が守秘義務に反したり、社会通念を逸脱するような行為をしたような場合

　には、利用者からの文書による通知により即座にサービスが終了します。

・利用者が利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、当事業所からの料金支払いの催

　告後１０日以内に支払いがない場合。

・利用者が正当な理由無く、サービスの利用の中止をしばしば繰り返す場合。

・利用者が入院もしくは病気等により、３ヶ月以上サービスを利用しない場合。

・利用者やその家族等が、当事業所またはその従業員に対してサービスの提供を継

　続しがたいほどの不信行為を行った場合。尚、この場合は文書による通知を行い、

　即座にサービスを終了します。

１０、サービス利用にあたっての留意事項

（１）臨時休業

　　台風、積雪等の異常気象時や施設の保守管理のため、臨時に休業することがあります。
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（２）緊急連絡票の提出

　　緊急時の対応のため、緊急連絡先を記した緊急連絡票を提出していただきます。

　　サービスの実施中に利用者の状態に急変その他の緊急事態が発生したときは、速や

　かに対処するとともに、緊急連絡先に連絡を行います。

（３）サービス利用中の容態の変化及び事故発生時の対応

　　看護職員等が早急に医療処置が必要と判断した場合は、ご家族等に連絡し医療機関

　への受診を促します。また、緊急やむを得ない場合にあっては、利用者及びご家族等の

　同意を得る前に救急搬送する場合があります。

　　また、当事業所は事故の発生又はその再発を防止するための担当者を選任します。

　　事故発生の防止のための委員会を設置し、職員研修を定期的に行います。

（４）プライバシー（個人情報）の保護

　　当事業所は、利用者にサービスを提供する上で知り得た情報は、契約期間中はもとよ

　り、契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。

　　また、利用者やその家族等に関する個人情報が含まれる記録物などに関しては、管理

　者の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。

　　但し、当事業所がサービスを提供する際には、介護サービスの利用調整やサービス担

　当者会議、地域ケア会議等において、利用者およびその家族等の個人情報を利用しま

　す。そのため、当事業所は個人情報の利用に関する同意を文書で得ます。

　　（別紙の同意書に記名をいただきます。）

（５）その他

　　その他に、サービスを利用するにあたって、利用者およびご家族にお願いしたい事柄

　を別紙にまとめておりますので、ご確認ください。

１１、非常災害時等の対応

　非常災害時等の緊急の事態に備え、執るべき措置について業務継続計画を策定する

と共に、職員や利用者に周知徹底を図るための研修や定期的な訓練を行います。

　非常災害時等にあっても、継続的にサービス提供できるよう努めます。

１２、感染症の予防及びまん延の防止

　当事業所は感染症の予防及びまん延の防止に努めるため、感染症予防及びまん延防

止のための指針を策定し、感染症予防及びまん延防止に係る体制として感染症予防委

員会を設置します。事業所は感染症予防委員会での検討内容を職員に周知するととも

に、感染症予防及びまん延防止のための職員研修や対応訓練を定期的に実施します。

１３、身体拘束の適正化

　当事業所は利用者に対する身体拘束やその他行動を制限する行為を行いません。但

し利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合

には、その内容を記録するなど、適正な手続きにより行動を制限する措置を行う場合が
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あります。また、当事業所は身体拘束の適正化を図るため、身体拘束の適正化のための

指針を策定し、身体拘束の適正化に係る体制として身体拘束適正化委員会を3ヶ月に1

回以上開催すると共に、職員研修を定期的に実施します。

１４、虐待防止

　当事業所は虐待の防止に努めるため、虐待防止の指針を策定し、虐待防止に係る体

制として虐待防止委員会を設置すると共に、虐待防止の担当者を選任します。

　また、虐待防止のための職員研修を定期的に実施します。（年２回以上）

１５、損害賠償について

　当事業所が利用者に対して賠償すべき事柄が起こった場合は、金銭等によりその損害

を賠償します。当事業所は、損害賠償保険に加入しています。

１６、苦情相談窓口

　サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、下記までご連絡下さい。

大石高齢者介護支援センター  TEL 　０７８－８２１－３８８８（代表）

 担　 当　 者 ： 則本　、川邉  FAX 　０７８－８２１－３８１１

 解決責任者 ： 松本　研志 　（受付時間　：　月～金　９：００～１８：００）

　TEL　０７８－３３２－５６１７

 介護サービス苦情相談窓口 　（受付時間　：　平日　８：４５～１７：１５）

　TEL

　（受付時間　：　平日　９：００～１７：００）

　TEL　０７８－３２２－６３２６

　TEL　０７８－３２２－６７７４

以上

　指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の提供開始にあたり、

利用者に対して本書面に基づいて重要事項の説明を行いました。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

連　絡　・　申　し　出　先

連　絡　・　申　し　出　先公的期間の苦情・相談窓口

神戸市福祉局監査指導部

兵庫県国民健康保険団体
連合会

養介護施設従事者等による
高齢者虐待通報専用電話

　（受付時間　：　平日　8：45～12：00、13：00～17：30）

　（受付時間　：　平日　8：45～12：00、13：00～17：30）

事業所の苦情相談窓口

神戸市消費生活センター 　０７８－３７１－１２２１
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所在地 神戸市灘区大石東町１丁目２－１

名称 大石高齢者介護支援センター

管理者 松　本　　研　志 印

説明者氏名

　私は、本書面（及び付属別紙）により事業者から重要事項の説明を受けました。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

利用者（または代理人） 住　所

氏　名

　※代理人を選任する場合、別途「委任状」が必要となります。代理人が委任を

　　　受けた範囲内で行う行為の効果は、利用者本人に帰属します。

　利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、

私が利用者に代わって、その署名を代筆いたします。

住　所

氏　名

（利用者との関係：　　　　　　　　　　　　　　　　）

（重要事項　別紙）

　当事業所を利用するにあたっては、すべての利用者の快適性、安全性を確保する

ために以下の事項をお守り下さい。

代 筆 者 署 名

サービス利用に際しての留意事項

事　業　者
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　・共用施設、設備、器具、備品等は、本来の用途・用法に従

　 ってご利用下さい。これに反した利用方法により破損・汚損

　 が生じた場合には、その損害を賠償していただきます。

　・貴重品の持ち込みはご遠慮下さい。紛失や破損された場

　 合でも責任を負うことはできません。

　・保健衛生上の理由により、飲食物を持ち込むことを禁止し

　 ます。但し、栄養補助食品などの利用者が特に必要とする

　 物については、別途協議の上で可否を決定します。

　・事業所内では、他の利用者やその家族、事業所の従業員

　 に対するするいかなる宗教活動、政治活動、営利活動も禁

　 止します。

　・この禁止事項は利用者のみならず、ご家族も含みます。

　・職員及び他の利用者に対する暴言や暴力、その他で相

　 手が不快と感じる身体的行為、過度な要求等のハラスメン

　 ト行為の一切を禁止します。

　・このことは、利用者のみならず家族、身元引受人等も含み

　 ます。

　・他の利用者に迷惑を及ぼす行為や、社会通念上において

　 適当でない行為については、ご遠慮下さい。

以上

各種ハラスメント
行為の禁止

そ　の　他

所持品の管理

飲　食　物　の
持　ち　込　み

宗教活動・政治
活動・営利活動

設備・器具の利用
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